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平
成
21
年
８
月
１
日
か
ら
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は
、
平
成
21
年
７
月

31
日
ま
で
の
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
て
、
８
月

１
日
か
ら
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
割
合
（
１
割
・
３

割
）
は
、
毎
年
８
月
１
日
に
前
年
中
の
所
得
を

も
と
に
計
算
し
て
い
ま
す
。

※
被
保
険
者
証
の
カ
バ
ー
が
必
要
な
人
は
志
賀

町
住
民
課
、
ま
た
は
富
来
支
所
総
合
窓
口
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

１
【
新
し
い
保
険
証
が
届
き
ま
す
】

　

長
寿
医
療
制
度
の
平
成
21
年
度
の
新
し
い
保

険
証
は
、
７
月
中
旬
か
ら
簡
易
書
留
で
送
付
し

ま
す
。

２
【
平
成
21
年
度
の
保
険
料
額
を
お
知

　

ら
せ
す
る
決
定
通
知
書
が
届
き
ま
す
】

　

平
成
20
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
１
年
間
の

確
定
保
険
料
を
計
算
し
、
７
月
中
に
す
べ
て
の

被
保
険
者
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
か
ら
天
引
き
に
よ
り

保
険
料
を
お
支
払
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、

申
請
す
れ
ば
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
方
法
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
こ
れ
ま
で
の
納

付
状
況
に
よ
り
、
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
）

◆
納
付
方
法
が
普
通

徴
収
（
自
主
納
付
）

と
な
っ
た
人

　

納
付
書
（
下

図
）、
ま
た
は
口
座

振
替
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
に
よ
る
納
付

を
希
望
す
る
人
は

申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

３
【
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

　

額
認
定
証
の
申
請
に
つ
い
て
】

　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、

入
院
し
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度
額
や
食
事
代

な
ど
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

必
要
な
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
の
で
、
志
賀
町

住
民
課
、
ま
た
は
富
来
支
所
総
合
窓
口
ま
で
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
お
持
ち
で
無
い
場
合
は
手
続
き
が
必
要

で
す
。

※
現
在
お
持
ち
の
人
で
、
８
月
以
降
も
認
定
要

件
に
あ
て
は
ま
る
人
に
は
、
保
険
証
と
一
緒
に

新
た
な
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
（
再
度
の
手
続

き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

志
賀
町
住
民
課　

後
期
高
齢
者
医
療
担
当　
　

 

☎
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９
１
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１
（
直
通
）
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内
Ｉ
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石
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

 

☎
０
７
６-

２
２
３-

０
１
４
０
（
代
表
）

◆
納
付
方
法
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
）
と
な
っ
た
人

　

保
険
料
の
支
払
方
法
は
、
年
金
天
引
き
、
ま

た
は
自
主
納
付
の
い
ず
れ
か
で
す
。

この封筒で保険証がお手元に届きます。

長寿医療制度
（後期高齢者医療制度）

へ加入している皆さんへ

被保険者の皆さんに届く保険証です

（見　本）
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志
賀
町
国
民
健
康
保
険　

40
〜
74
歳
の
人
へ

特
定
健
診
結
果
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
で
、
６
・
７
月
に
特
定
健
康
診

査
を
受
け
た
人
（
集
団
健
診
を
受
け

た
人
）
に
説
明
会
で
健
診
結
果
を
渡

し
ま
す
。
説
明
会
で
は
健
康
診
査
結

果
の
見
方
を
説
明
し
ま
す
。
健
診
結

果
が
示
す
デ
ー
タ
か
ら
自
分
の
身
体

の
状
態
を
理
解
し
、
生
活
習
慣
を
見

直
す
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

（
町
内
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
人

は
、
各
医
療
機
関
で
健
診
結
果
の
説

明
を
受
け
て
く
だ
さ
い
）

＊
説
明
会
は
下
記
日
程
で
実
施
し
ま

す
（
受
診
時
に
予
約
し
た
日
時
に
来

て
く
だ
さ
い
）

日　　　程 対　象　地　区 会　　　場

７月２１日（火） 加茂地区 加茂公民館

７月２２日（水） 下甘田地区 下甘田公民館

７月２３日（木） 稗造地区 稗造コミュニティセンター

７月２４日（金） 徳田・舘開・火打谷 土田公民館

７月２５日（土） 矢田・印内・代田・仏木・谷屋・栗山・牧山・新林 土田公民館

７月２７日（月） 熊野地区 熊野多目的集会施設

７月２８日（火）
西海地区 西海高齢者活性化センター

７月２９日（水）

７月３０日（木） 上熊野地区 上熊野公民館

７月３１日（金）
東増穂地区 東増穂コミュニティセンター

８月　２日（日）

８月　３日（月） 中甘田地区 中甘田公民館

８月　４日（火） 福浦港地区 福浦みなと会館

８月　５日（水） 志加浦地区 志加浦公民館

８月　６日（木） 末吉・神代・矢蔵谷・志賀の郷・猪の谷・ロイヤルシティ 役場大ホール

８月　７日（金） 高浜町１～９区 役場大ホール

８月　８日（土） 高浜町10～ 11区・旭ケ丘・東旭・はまなす・新大念寺・あすなろ 役場大ホール

８月１０日（月） 堀松・梨谷小山・北吉田・清水今江・出雲 堀松公民館

８月１１日（火） 酒見・栢木・稲敷・香能 酒見構造改善センター

８月１７日（月） 鹿頭・赤崎・小窪 西浦コミュニティセンター

８月１８日（火） 笹波・前浜 笹波集会所

８月１９日（水） 富来地頭町 富来活性化センター

８月２１日（金） 日曜健診対象 役場大ホール

８月２５日（火） 富来領家町 富来活性化センター

８月２７日（木） 富来高田・富来七海・富来生神・富来牛下・日曜健診受診者対象 富来活性化センター

●
内　

容　

＊
健
診
結
果
の
見
方
に
つ
い
て

＊
正
常
な
検
査
の
値
は
い
く
つ
？

＊
あ
な
た
の
血
管
の
傷
み
具
合
は
？

＊
健
診
デ
ー
タ
と
生
活
習
慣
の
関

係
〜
食
事
と
運
動
〜

●
持
ち
物　

筆
記
用
具
、
眼
鏡
（
必

要
な
人
）

●
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す

　

満
腹
に
な
る
量
を
食
べ
て

も
、
す
ぐ
に
満
腹
感
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
脳
が
満
腹
と

感
知
す
る
に
は
15
分
ほ
ど
か
か

る
か
ら
で
す
。

　

早
食
い
だ
と
食
欲
に
ブ
レ
ー

キ
が
か
か
る
前
に
、
食
べ
す
ぎ

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、

よ
く
噛
み
、
時
間
を
か
け
て
食

べ
る
習
慣
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ

う
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

住
民
課　

国
保
担
当

☎
32-

９
１
２
１　

町
内
Ｉ
Ｐ
８-

32-

９
１
２
１

脱
メ
タ
ボ　

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

ア
ド
バ
イ
ス
!!
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国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
み
な
さ
ん
へ

平
成
21
年
度

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
税
と
は

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
（
被
保

険
者
）
は
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
に

要
す
る
費
用
（
医
療
機
関
な
ど
へ
の
支
払
い
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
援
す
る
た
め
の
費

用
お
よ
び
介
護
制
度
に
要
す
る
た
め
の
費
用
）

を
、
国
民
健
康
保
険
税
と
し
て
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
し
く
み

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
医
療
費
に
充
て
ら
れ

る
医
療
分
と
、
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

制
度
を
支
援
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
分
の
合
計

額
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
計
算
方
法

と
し
て
、
被
保
険
者
の
収
入
・
所
得
な
ど
か

ら
算
定
さ
れ
る
所
得
割
（
表
中
①
）、
所
有
す

る
資
産
か
ら
算
定
さ
れ
る
資
産
割
（
表
中
②
）、

被
保
険
者
の
人
数
に
よ
る
均
等
割
（
表
中
③
）・

加
入
す
る
世
帯
ご
と
の
平
等
割
（
表
中
④
）
の

合
計
が
国
保
税
額
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
加
入
者
の
う
ち
、
40
歳
か
ら
64
歳
の

人
は
、
別
途
、
介
護
分
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

区　　　分 医　療　分 後期高齢者支援分 介　護　分
対　 象　 地　 域 志賀地域 富来地域 志賀町 志賀地域 富来地域
負　 担　 年　 齢 ０歳以上75歳未満 ０歳以上75歳未満 40歳以上65歳未満
所　　 得　　 割　 ①
（所得に対する率） 5.50% 6.90% 1.70% 0.66% 0.56%

資　　 産　　 割　 ②
（固定資産税に対する率） 32% 45% 4.50% 5% 4.70%

均 等 割 ③
（加入者当たりの額） 25,000円 30,000円 6,200円 6,100円 5,500円

平 等 割 ④
（世帯数当りの額） 30,000円 35,000円 7,200円 4,000円 3,300円

課 税 限 度 額 470,000円 120,000円 100,000円

今
月
は
第
１
期
の
納
期

　

７
月
は
、平
成
21
年
度
第
１
期
の
納
期
で
す
。

（
納
税
通
知
書
は
７
月
中
旬
の
発
送
を
予
定

し
て
い
ま
す
。）

国
保
税
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

（
引
き
落
と
し
）

　

国
保
の
被
保
険
者
が
65
歳
以
上
で
75
歳
未

満
の
み
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
の
年

金
か
ら
特
別
徴
収
（
引
き
落
と
し
）
に
よ
り

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
昨
年
10
月
か
ら
実
施
）

国
保
税
の
お
支
払
い

　

年
金
特
別
徴
収
者
以
外
の
人
は
、
７
月
か

ら
来
年
の
３
月
ま
で
の
計
９
回
を
口
座
振
替

か
窓
口
納
付
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

納
税
の
義
務
は
世
帯
主

　

国
保
税
は
国
保
加
入
者
が
属
す
る
世
帯
の
世

帯
主
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
世
帯
主
が
国
保
加
入
者
で
な
く
て
も
、
同
じ

世
帯
に
国
保
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
世
帯
主

本
人
が
納
税
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
に
対
す
る
減
額
制
度

　

世
帯
主
と
国
保
加
入
者
の
前
年
中
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
減
額
措
置
（
均
等
割
と
平
等

割
の
一
定
額
が
減
額
さ
れ
る
）が
適
用
さ
れ
ま
す
。

（
７
割
軽
減
・
５
割
軽
減
・
２
割
軽
減
）

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

●
国
保
制
度
に
関
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　

住
民
課　

国
保
・
年
金
担
当
ま
で

●
国
保
税
に
関
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　

税
務
課　

国
保
税
担
当
ま
で

※今年度、制度改正により介護分の課税限度額が１万円引き上げられ、10万円となっています。

平
成
19
年
度
ま
で
の
国
保
税

現
行
の
国
保
税
（
平
成
20
年
度
〜
）

介
護
分

（
40
歳
か
ら
65
歳
未
満
）

医
療
分

（
０
歳
か
ら
）

介
護
分

（
40
歳
か
ら
65
歳
未
満
）

後
期
高
齢
者
支
援
分

（
０
歳
か
ら
75
歳
未
満
）

医
療
分

（
０
歳
か
ら
75
歳
未
満
）

平
成
20
年
度
よ
り
新
設

✚

✚ ✚

⇩

国
民
健
康
保
険
にににに
加加
入
のの
み
なな
さ
ん
へ

平
成
21
年
度

国国国
民
健健
康
保
険険
税
に
つ
い
て


